
官製談合防止法違反事件に対する

不正事件に係る
調査特別委員会
調査報告さいたま地裁

　

令
和
３
年
５
月
に
元
職
員

が
官
製
談
合
防
止
法
違
反
で

逮
捕
さ
れ
、
さ
い
た
ま
地
裁

に
お
い
て
懲
役
１
年
６
カ
月

執
行
猶
予
３
年
の
判
決
が
確

定
し
た
。
ま
た
、
田
中
工
業

元
社
長
に
は
懲
役
10
カ
月
の

判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
。

　

町
は
再
発
防
止
対
策
の
策

定
に
取
り
組
み
、議
会
は『
不

正
事
件
に
係
る
調
査
特
別
委

員
会
』
を
設
置
し
、
調
査
と

再
発
防
止
策
の
検
討
を
進
め

て
き
た
。

　

こ
の
度
の
定
例
会
に
お
い

て
、
当
特
別
委
員
会
の
調
査

報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

委
員
会
は
議
員
11
人
（
議

長
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）
で
構

成
し
、
委
員
長 

関
根
議
員
、

副
委
員
長 

石
井
徹
議
員
の

体
制
で
推
進
し
た
。
委
員
会

は
建
設
工
事
の
入
札
や
契
約

で
発
生
し
た
他
自
治
体
の
事

件
と
報
告
書
を
研
究
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
に
関
す
る
調
査
を
２

グ
ル
ー
プ
、
契
約
と
入
札
の

仕
組
み
に
関
す
る
調
査
を
２

調
査
特
別
委
員
会

調
査
報
告

グ
ル
ー
プ
、
合
計
４
グ
ル
ー

プ
に
分
け
、
調
査
作
業
を
実

施
し
た
。　

　

グ
ル
ー
プ
の
代
表
で
構
成

す
る
小
委
員
会
で
調
査
結
果

を
持
ち
寄
り
、
討
論
を
重
ね
、

当
特
別
委
員
会
を
３
回
開
催

し
、
合
意
を
得
て
３
月
議
会

に
提
出
・
報
告
し
た
。
報
告

書
の
概
要
を
次
に
掲
載
す
る
。

基
本
方
針
と
目
的

　

事
件
を
町
の
組
織
の
課
題

と
し
て
取
り
組
み
、
事
務
手

続
き
、
及
び
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
つ
い
て
、
再
発
防
止

と
管
理
体
制
の
構
築
・
維
持

が
出
来
る
よ
う
に
、
町
に
提

言
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

調
査
の
範
囲
と
本
報
告

書
の
構
成

　

刑
事
事
件
と
し
て
の
調
査

分
析
は
行
わ
ず
、
警
察
と
裁

判
に
委
ね
る
。

　

町
提
出
の
『
鳩
山
町
不
正

事
件
に
係
る
再
発
防
止
対
策

報
告
書
』
を
精
査
し
、
事
件

発
生
の
背
景
と
現
状
分
析
、

再
発
防
止
策
等
へ
の
指
摘
と

提
言
、
こ
れ
を
持
続
維
持
管

理
す
る
た
め
の
提
言
で
報
告

書
を
構
成
す
る
。

事
件
の
背
景
と
現
状
分
析

①�

組
織
と
事
務
手
続
き
に
問

題
が
あ
る
と
感
じ
て
い
た

が
、
改
善
の
提
案
が
な

か
っ
た
。

②�

古
い
体
質
が
残
り
、
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
が
不

十
分
で
、
組
織
と
し
て
犯

罪
と
な
る
リ
ス
ク
が
内
在

し
て
い
た
。

③�

担
当
者
の
知
識
・
経
験
不

足
の
結
果
、
業
者
と
の
接

触
機
会
が
多
く
、
情
報
漏

洩
の
危
険
性
が
高
ま
っ
た
。

④�

利
害
関
係
者
と
の
接
触
で

守
る
べ
き
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
つ
い
て
、
具
体
的

指
針
が
不
足
し
て
い
た
。

再
発
防
止
策
等
へ
の
指

摘
と
提
言

①�

入
札
制
度
の
改
善
の
た
め
、

ラ
ン
ダ
ム
係
数
を
使
っ
て
、

最
低
制
限
価
格
漏
洩
を
防

止
す
る
こ
と
。機
密
情
報
・

書
類
等
の
管
理
の
仕
組
み

を
強
化
す
る
こ
と
。

②�

外
部
の
有
識
者
に
よ
る

「
入
札
監
視
委
員
会
」
を

設
置
し
、
談
合
・
漏
洩
情

報
が
寄
せ
ら
れ
た
場
合
、

ま
た
、
同
じ
業
者
が
連
続

し
て
最
低
制
限
価
格
に
近

い
落
札
を
２
回
以
上
繰
り

返
し
た
場
合
等
、
速
や
か

に
こ
の
委
員
会
で
検
証
す

る
こ
と
。
ま
た
、
改
善
す

べ
き
点
を
指
摘
す
る
こ
と
。

③�

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識

向
上
の
た
め
、
指
針
の
明

示
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
整
備
、

定
期
研
修
、
誓
約
書
の
聴

取
（
毎
年
度
）、
ス
ピ
ー

ク
ア
ッ
プ
制
度(

問
題
に

気
づ
い
た
時
、
上
司
へ
報

告
が
困
難
な
場
合
、
直
接

委
員
会
等
に
匿
名
で
連
絡

出
来
る
制
度)

を
導
入
す

る
こ
と
。

④�

随
意
契
約
に
つ
い
て
も
不

正
誘
発
の
リ
ス
ク
回
避
の

対
策
を
立
案
す
る
こ
と
。

再
発
防
止
策
維
持
管
理

①�

再
発
防
止
策
の
確
実
な
実

行
と
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
改

善
活
動
の
励
行
。

②�

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
定

の
精
読
と
合
意
の
誓
約
書

徴
取
。

③�

職
員
は
、
リ
ス
ク
を
感
じ

た
時
、
前
向
き
に
改
善
に

取
り
組
む
姿
勢
を
持
つ
こ

と
。

残
さ
れ
た
課
題

　

再
発
防
止
策
が
講
じ
ら
れ

て
も
、
契
約
時
の
分
析
が
不

十
分
で
、
契
約
後
に
変
更
契

約
が
必
要
と
な
り
、
当
初
予

算
を
大
幅
に
超
過
す
る
ケ
ー

ス
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の

結
果
、
一
般
財
源
の
投
入
や

町
債
で
賄
う
こ
と
に
な
り
、

町
の
財
政
の
悪
化
と
町
債
の

長
期
間
の
返
済
が
財
政
を
圧

迫
す
る
結
果
と
な
る
。

終
わ
り
に

　

事
件
を
健
全
な
行
政
運
営

実
現
の
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
、

今
後
の
行
政
に
活
か
し
て
も

ら
い
た
い
。

報
告
書
が
大
賀
議
長
よ
り

小
峰
町
長
に
提
出
さ
れ
た
。
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